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参考 横浜市駐車場条例施行規則の一部改正（新旧対照表） 

旧 新 

（第１条省略） 
（駐車施設等を附置する必要がない建築物） 
第２条 条例第８条第３号に規定する建築物は、次に

掲げるものとする。 
(1) 略 
(2) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 2 条第

1 項第 16 号に規定する電気工作物 
(3)～(4) 略 

（第３条から第５条の２まで省略） 

（第１条省略） 
（駐車施設等を附置する必要がない建築物） 
第２条 条例第８条第３号に規定する建築物は、次に

掲げるものとする。 
(1) 略 
(2) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 2 条第

1 項第 18 号に規定する電気工作物 
(3)～(4) 略 

（第３条から第５条の２まで省略） 

（届出等） 
第６条 （第１項省略） 

２ 市長は、前項の規定による届出を受理した場合

は、附置義務駐車施設等  届出受理書（第２号様

式）により届出者に通知するものとする。 

（届出等） 
第６条  （第１項省略） 

２ （削除） 

(承認申請等) 

第７条 条例第 10 条第５項の規定による承認の申請

は、前条第 1 項の規定による届出の前に、附置義務 

駐車施設等  特例承認申請書(第 3 号様式)、別表 

第２に規定する図面(変更の承認の場合は、変更する

事項に係る図面に限る。)及び附置義務駐車施設等使

用承諾書(第４号様式。建築物の新築又は増築若しく

は用途変更をしようとする者と駐車施設等を設置

する者とが異なる場合に限る。)を市長に提出するこ

とにより行わなければならない。 
（第２項省略） 
３ 前２項に定めるもののほか、条例又はこの規則の

規定による市長の承認等を得るための申請は、前条

第 1 項の規定による届出の前に又は届出と同時に、

承認等申請書(第６号様式)及び当該申請の審査に必

要な図面等を市長に提出することにより行わなけ

ればならない。 
（第４項省略） 
（第８条から第 11 条まで及び附則省略） 

(承認申請等) 

第７条 条例第 10 条第５項の規定による承認の申請

は、前条の規定による届出の前に、附置義務駐車施 

設等  特例承認申請書(第 3 号様式)、別表第２に 

規定する図面(変更の承認の場合は、変更する事項に

係る図面に限る。)及び附置義務駐車施設等使用承諾

書(第４号様式。建築物の新築又は増築若しくは用途

変更をしようとする者と駐車施設等を設置する者

とが異なる場合に限る。)を市長に提出することによ

り行わなければならない。 
（第２項省略） 
３ 前２項に定めるもののほか、条例又はこの規則の

規定による市長の承認等を得るための申請は、前条

の規定による届出の前に又は届出と同時に、承認等

申請書(第６号様式)及び当該申請の審査に必要な図

面等を市長に提出することにより行わなければな

らない。 
（第４項省略） 
（第８条から第 11 条まで及び附則省略） 

別表第１（第６条第１項） 
（表省略） 

（以下省略） 

別表第１（第６条） 
（表省略） 

（以下省略） 
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